
報告第１８号 

   債権の放棄について 

 八幡浜市債権管理条例（平成２４年条例第２号）第１６条第１項の規定に基づ

き、市の債権について下記のとおり放棄したので、同条第２項の規定により報告

する。 

  令和３年６月１日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

１ 放棄した債権の種類  市立八幡浜総合病院診療費等 

２ 放棄した債権の件数  ２０７件 

３ 放棄した債権の金額  １２，２４３，９２３円 

４ 放棄した時期     令和３年３月３１日 

５ 放棄した債権毎の金額、発生日及び放棄の事由 

 放棄の金額 債権の発生日 放棄の事由 

1 41,097 平成 24 年 7 月 17 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

2 330,162 平成 18 年 3 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

3 201,000 平成 18 年 4 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

4 415,126 平成 18 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

5 19,414 平成 18 年 6 月 12 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

6 43,730 平成 18 年 6 月 12 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

7 74,381 平成 18 年 7 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

8 380,238 平成 18 年 8 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

9 50,000 平成 18 年 9 月 16 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

10 16,790 平成 20 年 9 月 1 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

11 14,690 平成 20 年 9 月 8 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

12 90 平成 20 年 9 月 17 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

13 8,940 平成 20 年 9 月 25 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

14 17,490 平成 20 年 10 月 6 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

15 14,690 平成 20年 10月 15日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 
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16 9,420 平成 20年 10月 23日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

17 15,860 平成 20年 10月 27日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

18 770 平成 20 年 11 月 5 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

19 560 平成 20 年 11 月 6 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

20 10,679 平成 24 年 8 月 8 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

21 55,110 平成 14年 11月 30日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

22 46,250 平成 14年 12月 13日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

23 98,440 平成 19 年 3 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

24 103,473 平成 19 年 4 月 18 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

25 78,540 平成 19 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

26 104,022 平成 19 年 6 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

27 103,906 平成 19 年 7 月 17 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

28 101,913 平成 21 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

29 121,260 平成 21 年 6 月 29 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

30 60,300 平成 12年 11月 30日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

31 56,280 平成 12年 12月 28日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

32 86,760 平成 12 年 4 月 27 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

33 58,920 平成 13 年 8 月 16 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

34 22,090 平成 13年 12月 26日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

35 88,500 平成 14 年 2 月 28 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

36 199,460 平成 14 年 3 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

37 18,110 平成 14 年 4 月 2 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

38 165,360 平成 14 年 2 月 11 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

39 140,979 平成 14 年 2 月 27 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

40 1,400 平成 15 年 2 月 28 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

41 150 平成 15 年 3 月 3 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

42 27,204 平成 17年 11月 30日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

43 18,712 平成 17年 12月 19日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

44 29,455 平成 25年 11月 12日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

45 147,760 平成 16年 12月 22日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 
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46 2,390 平成 16 年 2 月 23 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

47 4,900 平成 19 年 9 月 14 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

48 2,610 平成 19 年 9 月 14 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

49 11,102 平成 18 年 7 月 13 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

50 5,340 平成 24 年 1 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

51 1,500 平成 15年 11月 30日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

52 200 平成 15 年 12 月 4 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

53 500 平成 15年 12月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

54 152,300 平成 14 年 1 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

55 53,360 平成 14 年 2 月 6 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

56 51,750 平成 14 年 3 月 24 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

57 8,920 平成 14年 10月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

58 36,120 平成 14 年 11 月 4 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

59 51,340 平成 22 年 4 月 18 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

60 10,430 平成 16 年 2 月 3 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

61 44,970 平成 12年 12月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

62 189,630 平成 13 年 1 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

63 6,660 平成 13 年 2 月 28 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

64 42,330 平成 12 年 5 月 28 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

65 5,400 平成 17 年 7 月 12 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

66 38,540 平成 15 年 1 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

67 65,370 平成 12年 12月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

68 111,280 平成 13 年 1 月 13 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

69 222,300 平成 17 年 3 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

70 65,900 平成 17 年 4 月 13 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

71 124,750 平成 17年 11月 28日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

72 50,870 平成 18 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

73 83,870 平成 18 年 6 月 13 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

74 2,680 平成 19 年 6 月 21 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

75 9,820 平成 19 年 8 月 5 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 
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76 9,260 平成 19 年 11 月 5 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

77 2,890 平成 20 年 3 月 12 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

78 286,695 平成 20 年 8 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

79 12,170 平成 20 年 11 月 6 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

80 225,200 平成 20年 11月 30日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

81 68,175 平成 20 年 12 月 7 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

82 28,875 平成 21 年 7 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

83 81,375 平成 21 年 8 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

84 5,062 平成 21 年 9 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

85 40,950 平成 21年 10月 13日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

86 12,600 平成 22 年 8 月 19 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

87 24,800 平成 13 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

88 164,480 平成 15 年 2 月 25 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

89 245,240 平成 15 年 5 月 27 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

90 198,880 平成 16 年 2 月 29 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

91 88,560 平成 16 年 3 月 9 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

92 85,280 平成 16 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

93 312,660 平成 16 年 6 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

94 296,440 平成 16 年 7 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

95 298,790 平成 16 年 8 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

96 58,990 平成 16 年 9 月 6 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

97 39,410 平成 22年 12月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

98 24,680 平成 23 年 1 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

99 28,070 平成 23 年 2 月 20 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

100 15,660 平成 20 年 8 月 8 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

101 5,127 平成 20 年 9 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

102 24,177 平成 20年 10月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

103 18,940 平成 20年 11月 13日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

104 58,212 平成 21 年 1 月 22 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

105 15,450 平成 22年 10月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

－30－



106 108,680 平成 14 年 4 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

107 169,010 平成 14 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

108 47,720 平成 14 年 6 月 9 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

109 158,090 平成 14年 11月 25日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

110 800 平成 15 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

111 100 平成 15 年 6 月 2 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

112 5,400 平成 16 年 1 月 5 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

113 140,080 平成 15 年 9 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

114 351,760 平成 15年 10月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

115 86,650 平成 15 年 11 月 8 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

116 21,040 平成 17年 10月 13日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

117 67,549 平成 19年 11月 30日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

118 138,528 平成 19年 12月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

119 36,076 平成 20 年 1 月 6 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

120 49,380 平成 12 年 6 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

121 62,310 平成 12 年 7 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

122 6,030 平成 12 年 8 月 3 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

123 43,237 平成 21 年 4 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

124 22,851 平成 17年 12月 18日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

125 8,070 平成 14年 11月 16日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

126 2,650 平成 12 年 4 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

127 58,600 平成 12 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

128 4,208 平成 12 年 6 月 19 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

129 850 平成 17年 12月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

130 250 平成 18 年 1 月 5 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

131 18,294 平成 18 年 7 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

132 244,649 平成 18 年 2 月 28 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

133 19,370 平成 18 年 3 月 1 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

134 46,773 平成 17 年 6 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

135 49,810 平成 17 年 7 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 
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136 19,180 平成 17 年 8 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

137 49,552 平成 17 年 8 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

138 70,749 平成 17 年 9 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

139 75,218 平成 17年 10月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

140 34,496 平成 17年 11月 15日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

141 31,201 平成 17年 11月 30日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

142 87,122 平成 17年 12月 16日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

143 63,666 平成 17 年 5 月 17 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

144 17,424 平成 17 年 7 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

145 2,010 平成 24 年 5 月 11 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

146 23,470 平成 15 年 1 月 23 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

147 27,190 平成 15 年 7 月 15 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

148 57,220 平成 14 年 1 月 16 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

149 67,780 平成 15 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

150 84,250 平成 15 年 6 月 13 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

151 105,220 平成 15 年 7 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

152 129,510 平成 15 年 8 月 15 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

153 133,680 平成 17 年 2 月 28 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

154 124,021 平成 17 年 3 月 23 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

155 39,350 平成 13年 10月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

156 21,000 平成 14 年 6 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

157 23,700 平成 14 年 8 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

158 10,700 平成 14 年 9 月 17 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

159 6,470 平成 15 年 4 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

160 25,730 平成 15 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

161 7,470 平成 15 年 6 月 9 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

162 21,580 平成 16年 11月 30日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

163 25,730 平成 16年 12月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

164 25,730 平成 17 年 1 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

165 23,240 平成 17 年 2 月 28 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 
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166 16,600 平成 17 年 3 月 20 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

167 25,540 平成 19 年 2 月 21 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

168 25,385 平成 14 年 4 月 23 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

169 8,400 平成 22 年 7 月 22 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

170 73,149 平成 16年 12月 31日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

171 70,035 平成 17 年 1 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

172 64,327 平成 17 年 2 月 28 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

173 31,700 平成 17 年 3 月 13 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

174 28,289 平成 20 年 3 月 27 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

175 8,685 平成 19 年 8 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

176 19,615 平成 18年 11月 11日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

177 35,169 平成 20 年 4 月 27 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 1 号（時効完成） 

178 36,120 平成 27 年 10 月 8 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 6 号（生活困窮） 

179 65,770 平成 28 年 4 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 6 号（生活困窮） 

180 101,940 平成 28 年 5 月 11 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 6 号（生活困窮） 

181 3,180 平成 18 年 8 月 9 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

182 3,150 平成 18年 10月 18日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

183 420 平成 19 年 3 月 15 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

184 3,150 平成 19 年 5 月 23 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

185 3,150 平成 19 年 7 月 18 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

186 2,972 平成 26年 12月 11日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

187 3,180 平成 19 年 7 月 18 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

188 3,150 平成 19 年 9 月 26 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

189 12,969 平成 21 年 7 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

190 8,390 平成 21 年 8 月 2 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

191 102,101 平成 23 年 4 月 25 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

192 2,270 平成 23 年 6 月 27 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

193 2,850 平成 17 年 4 月 20 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

194 220 平成 17 年 9 月 13 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

195 2,810 平成 17 年 9 月 21 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 
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196 420 平成 17 年 9 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

197 3,020 平成 17 年 10 月 7 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

198 420 平成 17年 10月 21日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

199 3,020 平成 17 年 11 月 4 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

200 520 平成 17年 11月 11日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

201 8,550 平成 23 年 1 月 10 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

202 91,900 平成 13 年 6 月 30 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

203 70,010 平成 13 年 7 月 16 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

204 1,244 平成 25 年 7 月 27 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

205 20,000 平成 23 年 4 月 27 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

206 29,138 平成 23 年 5 月 31 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 

207 14,810 平成 28 年 5 月 6 日 債務者：条例第 16 条第 1 項第 7 号（所在不明） 
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